
義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書 

 

義務教育費国庫負担制度は、教育の機会均等とその水準の維持向上を図る上で極

めて重要な制度として、我が国の教育の発展に大きな役割を果たしており、現行教

育制度の根幹をなすものである。 

学校教育は、多くの職種の職員が協力し合って成立している。事務職員及び栄養

職員も、学校教育を円滑に推進する上で極めて重要な役割を果たしており、学校運

営上欠くことのできない大切な担い手であり、その充実が求められている。 

子どもたちを取り巻く貧困・格差問題が深刻化している今、国の財政的な保障が

担保されなければ、教育条件の地域間格差をもたらし、教育の機会均等の保障、良

好な教育環境の維持が困難となり、憲法や教育基本法が保障する義務教育制度の理

念に反すると言わざるを得ない。義務教育の確保は、国の責任で行われるべきであ

り、これを実質的に担保しているのは、義務教育費国庫負担金である。 

よって、本市議会は、国会及び政府に対し、教育に対する必要な財源の安定的確

保を図り、我が国の将来を担う子どもたちの健全な育成のため、学校事務職員及び

栄養職員の給与費負担の適用除外をすることなく、義務教育費国庫負担制度の堅持

を強く求めるものである。 

 

上記、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。 

 

平成22年12月20日 

 

三鷹市議会議長 田 中 順 子 

 


